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おわ り に

はじめに

近年の日本史研究において，開発の画期が重

要なテーマとなっている。耕地開発のピークが

日本史上に何度か出現したことが指摘されてい

るが，そのひとつが平安時代末期・中世成立期

にあったことが強調されている九その一方で，

降って南北朝期により大きな画期を見いだそう

とする見解も存在している九各々の開発の画期

が，どのような実体を伴うものであったかにつ

いて議論は尽きないが，しかし，この二つの画

期がそれぞれ，領域型荘園の成立期，そして荘

園制の変容期に相当しており，開発画期の意義

が，中世荘園の成立と崩壊に深く関わるもので

あったことが認められている。

佐野静代

このような動向を受けて，近年，中世荘園を

開発の視点から研究しようとするものが多くなっ

てきた九特に，水利開発を重視する共通認識の

もと， 1980年代以降相次いで実施された大規模

な荘園調査においては，水利調査が必須の項目

とされるようになった。そこで文献史学研究者

によって行われた水利調査の手法は，小地名・

濯滅状況の聞き取りに加え，大縮尺地形図・地

籍図の利用など，きわめて歴史地理学的である

といえる 4)。しかし，それにもかかわらず，地理

学的アプローチとは本質的に異なる点がある。

それは，空間的把握よりも点的・線的データに

重点が置かれていることである。水利調査にお

いて，関心が払われるのは，用水路支線の一本

一本の名称・ルート，耕地一筆ごとの用排水口

であり，それらは線的・点的データとして，き

わめて記述的に扱われている。水利調査の成果

を示した付図にも，用水路のlレートは微細に記

入されていても，濯減範囲といった面的な表現

をしたものはほとんどみられない。そして，こ

のような水利調査の記録は，耕地・名・村落と

いった荘園内部の個々の構成要素の復原に還元

されることが多い。

このような視点は，これまでに行われた荘園

調査の多くが，山間小支谷に立地する，濯i銃が

小規模で完結的な荘園を対象としてきたこと，

それも一つの荘園だけで調査が完結していたこ

とによるのかもしれない5)。あるいは，この視点、

はむしろ，面的な把握を深化させ，精搬な構造

までを明らかにしようとする試みと評価するこ

とも可能である。しかし，耕地一筆レベルに還
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元されるミクロな分析と同時に，それらを収束

して総合的に把握するマクロな視点も，絶えず、

併用されるべきではないかと考える。それは，

景観という地理学の主要概念の理解とも関わっ

てくる問題だからである。

文献史学においても景観が一つのキーワード

となり，景観が地理学のみの研究対象ではなく

なった現在，景観研究の意義と目的を再認識す

る時期にきているように思われる。景観とは，

地表の可視的な諸要素が連関して作り出してい

る，一つのまとまりを持った空間を意味してい

る。したがって，荘園景観とは，一つの空間ユ

ニット・有機体としての荘園全体を意味するも

のである。よって，荘園景観を研究する際には，

中世史料に記載された耕地，用水路といった構

成要素各々の抽出にとどまらず，これらの諸要

素が作り出す有機的なシステムとしての荘園の

全体像にせまる必要がある九精微な点的データ

を，個々のレベルにとどまらず，総合的そして

空間的に把握する視点が必要とされる所以は，

ここにあるo 加えて，景観研究とは，時のー断

面における復元にとどまるものではない。景観

とは，作り出された結果としての地表空間を意

味している。したがって，地表の景観を作り出

す原動力について，その主体と形成要因，形成

過程に関しでも明らかにする必要がある。景観

研究は，このような点をふまえた上で行われな

ければならなし )0

地理学における濯概水利研究では，用水路の

一本一本を同一井堰という視点で収束して，そ

の用水の届く範囲，つまり空間の問題としてと

らえる意識が強い九特に広大な沖積平野におい

ては，山間小支谷とは異なり，いくつもの荘園

が近接して立地し，濯概の空間的スケールもよ

り高次となる。耕地一筆レベルに還元されるミ

クロな分析と同時に，同一水源による謹概範囲

をとらえようとする空間的視角が絶えず必要で

あろう。平野部の水利開発を空間的視角からと

らえるとき，一つの濯概域とは，開発の際にー

ユニットとなった空間と考えることができるへ

この視角を導入することによって，平野の開発

の進展過程を面的にとらえることが可能になる。

本稿では，このような視点から，平野の水利

開発の拡大過程について分析し，その開発の画

期と中世荘園の展開・変容との関わりを考察す

る。つまり，平野の水利開発の進展過程を動態

としてとらえ，そこでみられる画期の歴史的な

意味づけを考えたい。

対象地域としては，近江国の野洲川下流平野，

特にその右岸域を取り上げる。中世の野洲川右

岸域には，尊勝寺領江辺荘，歓喜光院領虫生社，

石山寺領富波荘など多くの荘園が存在していた

ことが知られる。しかし，これら諸荘園に関し

ては，文書史料が伝来していないために，その

開発や立荘の経緯は全く不明である。先行研究

もほとんどなく，従来の荘園研究から取り残さ

れてきた地域であったといえる九本稿では，史

料の欠如を補うために地理学的アプローチを援

用し，微地形条件とそれに規定される水利形態

の分析によって，中世段階での開発状況を復原

する。また，この地域は，天井川が卓越してい

る点で注目される。天井川の形成には，背後山

地からの土砂供給の他に，流路の固定というき

わめて人為的な要因のあることが知られてい

る10)。この点で，当地域では早くから河川制御が

なされ，開発が進んでいた地域であったことが

うかがわれる。本稿では，このような河川の制

御と濯瓶利用に着目し，平野の耕地開発の拡大

過程を明らかにしていきたい。

1.中世荘園の水利開発

(1) 天井川の流路と濯減利用

近江国の湖南平野には，天井川が数多く見受

けられる。これは，背後山地が多く風化花闘岩

質からなることと，早くから平野部の開発が進

んでいた地域であったことによる。野洲川自身

も大規模な天井川として著名であるが，その右

岸東方に，その名も「家棟}l1Jなる天井川が存

在する(図1)。家棟川はその流路が，条里地割

の規制をきわめて強く受けている点で目を号|く。

平野部に流れ出た家棟川は， B点で西へ大きく

屈曲した後， c点で童子川に合流する。その後
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図 l 野洲川右岸域における水源別濯i飯範囲
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N 
的で行われたものであるのかを，平

野の開発の一環として考察したい。

一般に，河川を制御・固定するの

は，流域の土地条件を安定させ，周

辺耕地の生産性を高めるためである。

耕地の生産性の向上とは，具体的に

は，利水条件の整備という形を取っ

てあらわれる 14)。よって，家棟川の付

替を，利水プランの面から分析して

みたい。

x銅鐸出土地点

近江の平野部の水利に関しては，

明治~大正段階での濯概状況を記録

した良質な資料が存在している。滋

賀県内務部が大正期に編纂した『農

業水利及土地調査書j(全5冊)がそ

れで，水掠別の濯瓶状況が小字単位

で記載されている 15)。この記事と地籍

図・小字一覧図を照合してつなぎ合

わせれば，面的なデータに変換する

ことができる。この作業によって，

水源別謹淑範囲の復原を行ったもの

が図 1である。

ー・古墳

野発掘調査で検出
された沼沢地

この近代の濯滅状況がどの時代ま

図2 地盤高分布と河川流路 国土基本図 (1967年)より作成 でさかのぽりうるものであるかにつ

いては，後ほど検討を加えることと

北東流して， D点で再度90'屈曲し，琵琶湖へ向 して，ここでは，家棟川を水源とする水利集団

かう 11)。この流路のうち， B-C聞は野洲郡主条

里の8条と7条の条界線に， C-D聞は5里と6里の

里界線に一致している 1九したがって，天井川化

の主要因の一つである流路の固定は，条里型地

割の施工期もしくはそれ以降の時代になされた

ということが可能である。

家棟川のこのような流路は，必従方向とは異

なり，きわめて人為的である。図 2の地盤高分

布に見るように，当流域は北へ最大傾斜を持っ

ており，空中写真からはこの方位に沿って数条

の旧河道を読みとることができる。本来，北へ

向かつて流れていた家棟川を，上記のようなルー

トに付替えたのは，いかなる理由によるもので

あろうか。本稿では，家棟川の流路固定の契機

について，河道の付替13)がいつ頃，どのような目

についてのみ注目したい。上流から見ていくと，

家棟川から直接引水するのは，まずA点付近で

取水する右岸の大溝川，左岸の山上井と呼ばれ

る水利集団である。これら両者の用水取り入れ

口は，屈曲点Bよりも上流に位置している。つ

まり，これより下流のB点で家棟川の流路を人

為的に曲げて B-C-Dに付替えても，両水利集

団が利水の点で直接の影響をこうむることは少

なかったものと考えられる。

A点を過ぎて後，次のB-C間で取水する水利

集団は存在しない。家棟川のB-C聞は濯甑には

直接利用されていない点は注目される。ところ

が，次のC-D間においては，堤防下に樋管を通

して取水する水利集団が，両岸に存在する。 C

点で取水する左岸のーノ坪樋などと，右岸の西
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紙玉井である。したがって，このような水利状

況から考えると，家棟川の河道付替は， B-Cへ

の付替によって童子川に合流させ，元来は童子

川の流量のみに頼っていたC-D間の水量を増加

させる意図があったのではないかと想像される。

つまり流路の付替は， C-D間で取水する両岸の

水利集団の濯概域の開発と，密接に関わってプ

ランされたのではないかと考えられるのである。

左岸のーノ坪樋が濯殺する範囲内には，近世

の虫生村が存在する。虫生村とそこに鎮座する

虫生神社は， 12世紀に初見の「歓喜光院領虫生

社」の遺称地である同。一方，右岸側で取水する

紙玉井の濯概域には， 13世紀に初見の「尊勝寺

領江辺荘Jの遺称地である江部集落が存在して

いる 1九家棟川の現流路への付替が， C-D聞の

水量アップのために企図されたと仮定するとき，

C-D聞で取水するこつの用水が，いずれも中世

荘園の故地を濯概することは重要であると思わ

れる。家棟川の付替は，濯i銃用水の拡充を意図

して行われ，それは中世荘園の開発にともなう

ものであった可能性が出てくる。次節では，乙

の問題についてさらに詳細に考察したい。

(2) 河道付替と条里地割の施工年代

家棟川の付替と，それにともなって達成され

る濯瓶用水の拡充は，中世荘園の開発に縁由を

持つものであろうか。本節では，河道付替の年

代について考察する。

家棟川現流路がいつの時代までさかのぽりう

るものであるか，まずは文書あるいは絵画史料

から裏づけてみたい。現流路を通る家棟川を描

いた最も古い絵図は，寛文10年 (1670)の年紀

を持つ「祇玉井水論裁許絵図J18)である。そこに

は，周囲の耕地面よりも河床が上昇し，すでに

天井川化が進んだ家棟川が描かれており，表流

水のない「砂}IIJと注記されている。したがっ

て，家棟川の付替は，これよりかなりさかのぼ

るものと考えられる。一方，応永33年 (1426)

噴にはすでに成立していたと考えられる検注帳

『江辺庄御名々帳』聞のなかに，小地名「堤下」

が記載されている。この『江辺庄御名々帳Jに

小字界

村界

旦jj;村名

300m 

『江辺庄御名 [小字名m
々帳』に記載の l居屋敷匿週

図3 江辺庄御名々帳j記載の小地名分布域

※注9)文献626頁の図109を一部改変

記載の小地名は，明治期の地籍図叫の小字名と共

通するものが多くみられる点で注目されるが，

「堤下」も地籍図中に存在しており，その位置

は， B-C間に沿った地点に相当する(図 3)。

『江辺庄御名々帳』の「堤下」がこれに比定さ

れるならば， 15世紀にはB-C聞にはすでに堤防

が築かれており，流路固定がはかられていたこ

ととなる。家棟川の付替は， 15世紀までに完了

していたとみてよいであろう。

以上の考察は，家棟川の付替の下限の年代を

示すものであるが，それでは，付替の上限はい

つ頃であろうか。先述のように，家棟川の流路

は野洲郡主条里の里界線に一致し，条里地割の

規制を強く受けるものであった。この点で，流

路の付替は，条里地割の施工期もしくはそれ以

降の時代に行われたということが可能である。
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そこで，野洲川右岸域における条里地割の施工

年代について考察してみたい。

条里地割の施工は，従来考えられてきたよう

に律令国家体制の下で一挙に遂行されたもので

はなく，その施工は部分的であり，本格的な浸

透はむしろ12世紀頃まで降るものとする見解が，

近年相次いで提示されている刊。野洲川右岸域に

おいては，ここ数年の数例の発掘調査において，

条里地割に相当するとみられる同方位の溝・畦

畔が検出されている。その結果を図 4に示す。

ここでは8世紀にさかのぽる条里坪界溝が一部で

発掘されている。図 4と図 lを重ね合わせると

明らかなように，元来の湧水濯淑域とみられる

地域には条里地割が卓越しており， 8世紀の地割

も一部検出されている。湧水利用の可能な地域

では，水田開発が容易であり，早期から条里地

割の施工が進んでいたものと考えられる。なお，

8世紀の
珪畔・水路

川 12世紀以降の
畦畔・水路

一一現在の
用水路

一一小字界

図4 野洲川右岸におげる条里地割とその発堀例

※国土基本図(1967年)に，明治期の地籍図の小字界を

写して作成

小篠原地区で看取される8世紀の異方位地割は，

後述のように野洲郡家の存在に由来するもので

ある。以上のように，湧水濯j慨を中心とする地

域では，8世紀に条里地割が施工されたと考えら

れるのであるが，一方，これより北西の，地割

が乱れ旧河道が散見される地域では，古い地割

は発見されず， 12世紀に下る遺構の検出例が多

い。律令期の条里地割型開発は，部分的なもの

であって，郡全域までには十分に浸透していな

かった可能性も考えられる。

条里地割の発掘例は遺構数が十分ではないの

で，その施工年代をより明確に把握するために，

条里地割と同方位を示し，その規制を受けてい

ると考えられる掘立柱建物の出現年代について

も，併せて検討しておきたい。周辺地域におい

て発掘された掘立柱建物群のうち，年代と主軸

方位の判明するものを示したのが図 5である 2九

これによれば， 8世紀段階では，小篠原遺跡の一

例を除いて，北を指向するもの，あるいは東を

指向するもの，とまちまちであるが， 12世紀に

入ると野洲郡主条里のN33
0

Eに近い方位を持っ

た建物が多く出現する。建物方位から見ると，

条里地割の規制を確実に受けるのは12世紀以後

のことであり，条里地割型開発が広く浸透した

のは， 12世紀頃のことと考えられる。一般に，

近江国においては，条里地割と建物方位が一致

するのは， 9世紀頃23)あるいは10世紀以後24)とい

う傾向が示されているので，当地域の条里地割

型開発は，他地域に比べて若干遅れて整備され

た可能性が想定される。

野洲川右岸域の条里地割の施工年代は，開発

容易な湧水地区では8世紀を起源としながらも，

家棟川の旧河道が散見される不安定な土地条件

の地区では， 12世紀頃に下る可能性がある。家

棟川が条里地割の強い規制を受ける現流路に付

替えられた年代も，このころまで下る可能性が

高い。家棟川の付替は， 12世紀を上限として15

世紀までの聞に行われたものとみられる。

以上のように，文献史料及び考古学的資料の

分析からは，河道付替の年代が大まかに把握さ

れる。しかし，河道の付替と，それにともなっ
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て達成される濯瓶用水の拡充が，果たして中世

荘園の開発時にまでさかのぼりうるものである

かについては，さらに検討の余地がある。次節

では，主に水利体系の分析から，この点をさら

に追求したい。

(3) 中世荘園と用水

①祇玉井開削と江辺荘

家棟川の付替の理由と年代を，文書史料以外

の視点から探ることを試みる。特に家棟川に関

係する濯甑水利体系の分析から考察する。

図1を再度とりあげる。家棟川のC-D聞では

両岸の二つの水利集団が取水している。このう

ち，右岸の西祇玉井とは，厳密に見れば別水源

の水をいったん家棟川に落とした上で，利用し

ようとするものである。祇玉井の水源は，野洲

川の堤防下 (F点)に集水渠を掘り，その浸透

水を確保して引水している問。用水路である祇玉

井川は， E点にて東西に分岐し，そのまま北上

するものは東紙王井川，西方へ向かうものは西
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祇王井JlIと呼ばれる。この両者によって囲い込

まれる長方形内の耕地が，その濯概域である。

祇王井は，地元の伝承では，平安末期，平清盛

の寵を受けた江辺出身の祇王・紙女によって開

削されたものとされる。しかし，文献に祇玉井

の名称があらわれる初見は17世紀であり，伝承

を文書史料によって直接裏づけることは困難で

ある問。本節では祇玉井の濯概範囲と江辺荘の関

係から，その開削の時期について考察する。

先に触れた『江辺庄御名々帳jをもとに，江

辺荘の荘域の復原を試みる。名帳には，耕地一

筆ごとにその所在地名が記載されているが，こ

の小地名と対応する明治期の小字名を示すと，

図3のようになる。これら耕地の分布域に注目

したい。その分布範囲は，近世文書に「江辺荘

三ヶ村Jと呼ばれた北・中北・永原の三村域内

におさまる。よってこの長方形の範囲が江辺荘

の荘域であったことは確実とみられる。この範

囲は，図 1に見るように，祇玉井の濯概範囲に

合致する。つまり， r江辺庄御名々帳』によって

推定される江辺荘の荘域は，紙王井濯j飯範囲と

一致している。祇玉井濯瓶範囲=江辺荘域とい

う図式から，祇玉井が江辺荘専用水として機能

していたことが推測される。祇玉井は野洲川の

井口から延々 4kmにわたって人為的に導水され

てくるが，その間他の荘園領を乗り越えながら

も，そこで用いられることはなし江辺荘域に

到達して初めて濯瀬用水となる。このことから，

祇玉井は，江辺荘域の耕地を濯j慨する意図の下

に，他の荘園と措抗しうるような高次の権力・

荘園領主サイドによって開削されたものと考え

られる。荘園領主の意志によって，荘園専用水

として開削された水だからこそ，耕地開発が一

定レベルまで達した，後の室町期において，荘

域の堺相論の際にその濯減範囲を以て荘界と主

張する根拠になっていったともいえよう 27)。

祇玉井開削は，荘園領主が新規に独自の水源

を確保しようとした動きとみてよいが，その時

期は，江辺荘立荘時にさかのぼる可能性がある。

祇王井流路と地盤高の関係を図 2に示す。 E点

以降の西祇王井川と東紙玉井川の流路は，東紙

王井川がコンターに平行して人為的に直進する

のに比べ，西祇王井川は蛇行が著しい。かつて，

律令期頃には，分岐点以南には， 94mコンター

の入り込みにみるように沼沢地が存在してお

り2ヘ沼沢地へは南の谷より発する中ノ池川が

いったん流れ込んでいたものと推測される。西

祇王井川は，沼沢地より流出する中ノ池川の旧

流路を，沼沢地の干拓・整地化に伴い，用水路

として再利用したものと考えられる。一方，東

紙玉井川は，沼沢地の北側に張り出していた微

高地を切って導水されており，沼沢地の排水効

果を促進した可能性がある。祇玉井とは，下流

部の用水であるとともに沼沢地の排水を兼ねて

企画されたこと，つまり沼沢地の開発とも連動

していた可能性が考えられる問。沼沢地の整地・

耕地化は12世紀に本格化したことが判明してい

る30)。よって祇王井は，立荘からほど遠くない12

世紀頃には，開削されていたものと考えられよ

う。

E点より西北流する西祇玉井川は， C点付近

で童子川に流入し，この後C-D問でその右岸西

部の耕地を濯概する。ただし，西祇玉井川が濯

概するのは，東祇玉井の水が届かないC-D沿い

の微高地のみである。換言すれば，祇玉井の長

方形の濯概範囲のうち，大部分は東紙玉井川の

水によっているのであり，西祇玉井川としての

C-D聞は，あくまで補助的な役割を果たしてい

るにすぎないことになる。

C-D聞はむしろ，本来的には左岸側の濯滅用

水として機能していたものと考えられる。 C-D

間の呼称は，右岸と左岸の水利集団において異

なっており，右岸側では西祇玉井川，左岸では

童子川と呼ばれている 31)。このような呼称の相違

は，両岸での元来の水源に対する意識の違いを

反映するものと考えられる。このうち，西祇玉

井川の役割が補助的であり，なおかつ別水源の

水をいったん落とした上で引水しているという

事実は， C-D聞が本来的には童子川であり，左

岸側の用水として機能していたことを意味して

いる。

童子川の元来の水源は，南西部の野洲川堤防
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付近に湧出する，湧水の余流である。それが現

状のように，家棟川がC点に付替えられること

によって，童子川の水量は飛躍的に増加し， c 
点で取水する童子川一之坪樋の濯概が拡充され

ることとなる。当初は童子川の流量のみに頼っ

ていた左岸域であったが， 12世紀には歓喜光院

領虫生社が設定されており，より大量の用水の

必要性に迫られていたことが想像される。この

とき領主側のとった用水確保の動きが，家棟川

の付替だったのではないだろうか。この仮説を

検証するために，次節では，童子川一之坪樋の

濯瓶域と虫生社故地について分析する。

② 虫生社の開発と家棟川

図 1に示したように，大正期における水源別

種概状況では，大字虫生付近の濯瓶は，童子川

によるものと野洲川を水源とする三ツ井樋によ

るものとに分かれている。しかしながら，三ツ

井樋の開削は慶長年間に行われたとの伝承が地

元に残されており，野洲川本流の位置の問題と

もあわせて考えると，三ツ井樋が中世成立期ま

でさかのぼる可能性は少ない問。三ツ井樋開削以

前の濯概状況を考えるとき，重視されるのは童

子川一之坪樋の幹線水路である。一之坪樋幹線

水路は， c点で取水した後，八夫集落を通って

きた三ツ井樋水路と合流し，そのまま北上して

o 1m 
L一一一」ーー」

①暗灰茶色腐蝕土
②灰茶色砂質土
③!日耕作土(室町期の土器を含む)
④乳灰色細砂土
⑤褐灰色i昆砂土(旧耕土)
⑥灰色砂質土
⑦j炎灰黒色粘質土(旧耕土)

(平安末~鎌倉初期の土器を含む)
⑧灰青色粘土

虫生神社前で分岐する。この水路が濯概する範

域は，大字虫生に入って以降は三ツ井樋濯概域

に分類されているが，三ツ井樋開削以前にこの

水路を通っていたのは一之坪樋の水であり，む

しろ童子川一之坪樋が水源としての比重を占め

ていたものと考えられる。虫生神社こそ歓喜光

院領虫生社の核であり，この神社境内をとり囲

んで分流する一之坪樋水路は，虫生社領の根本

用水としてふさわしい様相を示している。

さらに，歓喜光院領虫生社の設定と条里地割

型耕地の開発について触れる必要がある。第4図

は明治期の地籍図の小字界から条里地割を復原

したものであるが，童子川の左岸には， N33"E 

の整然とした野洲郡主条里とともに， N20"Eの

異方位地割が一部に存在する。この異方位地割

は，発掘調査によって7~8世紀にさかのぽるこ

とが確かめられているが削，その一方，隣接して

広がる主条里は12世紀頃まで降るものであるこ

とが判明している3九歓喜光院領虫生社故地は，

主条里上に立地しており，童子川一之坪樋が濯

概するのもその主条里区である。つまり， 12世

紀噴の中世荘園虫生社の設定は，条里地割の施

行を伴うものであり，童子川一之坪樋は条里地

割型耕地を開発するための濯獄プランであった

といえる。よって童子川一之坪樋の運用・拡充

①暗青灰色砂質土
②黄・燈・白色混合砂層
③青灰色i昆砂層(青灰色シルトブログ含む)
④旧耕作土
⑤暗青灰色粘土曜土)

(平安末~鎌倉初期の土器を含む)
⑥旧耕土
⑦青灰色シルト

図6 家棟川堤防下土層断面図 ※三堂遺跡は畑中英二氏提供の基図を一部改変。三堂遺跡の図中央部の

高まりは水田の畦を示す。
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を図った家棟川の付替は，虫生社の設定の頃，

12世紀前後に行われたものと考えられる。

なお，虫生社は，微地形的には完新世段丘II

面上に立地している。高橋学は，完新世段丘II

面の形成時期を，古代後半~中世初頭と考え，

段丘化に伴い地下水位が低下し，従来の用水シ

ステムを改変する必要が生じたことを指摘して

いる 3九用水の拡充を意図した家棟川の付替を，

12世紀のととと推定する本稿の見解は，この高

橋の説とも矛盾しない。原初的な童子川は，湧

水余流のみを濯i銑水源としていたが，この段丘

化によって水位低下が起こった可能性は十分に

考えられる。家棟川の付替は，この動向に対応

するものであったと考えることも可能であり，

それはやはり，中世成立期の大規模開発の動き

の一環として理解されよう。

家棟川の河道付替が， 12世紀前後に行われた

ことの傍証として，付替後の河道付近の土地条

件の変化をあげる。図 6は発掘調査により明ら

かになった，家棟JlIB-C間の北側堤防下(江部

西遺跡)と南側堤防下(三堂遺跡)の土層断面

図である 3九両地点とも，平安末期~鎌倉時代を

境として，粘土・シルト層から砂層へと地質に

大きな変化が見られる。これは，粘土・シルト

等の細かいものしか流されてこなかった後背湿

地であったところが，多量の砂を流下する河道

の近辺へと，立地条件が変化したことを示して

いる。平安末期以降に，いわば河道が近づいて

きた可能性を示すものであり，家棟川付替の時

期を示す傍証としてあげておきたい。

以上のように，家棟JlIの付替は， 12世紀にさ

かのぽるもので，直接的には，歓喜光院領虫生

社の用水開発を意図したものであった可能性が

考えられる。家棟川の付替は，平野の水利開発

の一環としてとらえられるべきものであり，中

世成立期における開発画期の実相とは，このよ

うに，中世荘園の実際的な耕地開発に伴う用水

確保の動きを指すものであったと考えられる。

こういった時代を画するような大規模な開発

は，前時代のどのような開発段階を前提とした

上で行われえたものであろうか。次章では，古

代的開発との連続性と非連続性を探り，中世的

開発の独自性を取り出すことにしたい。

II.古代的開発と中世荘園の成立

(1) 湧水濯瀧とミヤケ

野洲川右岸域において，耕地開発が最も古く

から行われていたのは，家棟川より南部の湧水

濯減域であったと考えられる。弥生時代そして

古墳時代の拠点的な集落の立地が，いずれも湧

水濯減域に限られているからである。

図7は，建物遺構を検出した発掘調査地点を，

遺構の年代ごとにまとめたものである3η。図 7a 

に見るように，弥生・古墳時代におげる拠点的

な集落は，いずれも家棟)11の南部に集中してい

る。この一帯は，図 1に重ね合わせると，ちょ

うど湧水濯減域に対応する。拠点集落のいずれ

もが，湧水濯j既域内に立地するということは，

水田経営において湧水利用がもっとも容易で、あ

り，その濯j慨が弥生時代までさかのぽることを

示していよう。

この湧水濯概域に向かつて，東部の山地より，

舌状の丘陵が伸びている。その様子は，図 2に

明らかで， 94mコンターに明瞭な張り出しを読

みとることができる。山地からこの舌状微高地

上にかけては，前方後円墳を含む数多くの古墳

が立地している。これは，国指定史跡の大岩山

古墳群であり，近江国でも最大級の規模を持つ

ものである。

大岩山古墳群は， 3世紀から6世紀に到るまで，

一度も断絶することなく古墳が築造され，顕著

な首長系譜がたどれる点で，特異な古墳群であ

る。また，背後の東部山地は，全国でも有数の

大量の銅鐸24個が埋納されていた地点であり 38)，

弥生時代から連続して，この地域一帯の祭紀権

を掌握していた強大な首長の存在をうかがうこ

とができる。『古事記』によれば，野洲川右岸域

には， r近淡海安直Jr近淡海安国造」の存在が

記されており叫，これが大岩山古墳群の被葬者に

あたるものと考えられている。湧水域に向かう

舌状丘陵上の大岩山古墳群が，湧水濯概域を生
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産基盤として成立したことは想像に難くない。

安国造は，湧水濯i銑域をその勢力基盤としてい

たものであろう。

さらに，この湧水濯概域には， ミヤケが設定

されていた可能性を想定することができる。湧

水濯概域には，市三宅村(初見は16世紀)が存

在し，創洞年代は未詳であるものの屯倉神社が

鎮座しており(図1)，ミヤケの故地であった可

能性がかねてより指摘されている40)。湧水濯蹴域

を母体としてミヤケが広く設定され，湧水濯概

a.弥生一古墳時代

/ 

域の開発に携わった安国造も，ミヤケの在地管

掌者として王権に掌握されていったものと考え

られる。

(2) 律令期の水利開発

律令国家が成立しその体制を整えるにあたっ

て，前代のミヤケは，宮田あるいは官街として

整備され，継承されていく。千田によれば，ミ

ャケが郡家に引き継がれる事例があったとい

う刊。野洲郡においても，湧水濯j既域に接して，

b.白鳳・奈良時代 7~8世紀

. ・. . 、. 

C.平安時代前紀~中期 9~1l世紀後半 d. 平安後期~鎌倉時代 11世紀後半~13世紀

図7 野洲川右岸域における建物遺構検出地点
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小篠原地区に野洲郡主条里とは異方位の正方位

地割区が存在しており，その起源は8世紀までさ

かのぼれるが，ここに野洲郡家が想定されてい

る(図 4参照)。

図 7bは，律令期の建物遺構の検出地点を示

したものである。この時代の遺構は，分布の中

心を正方位地割区付近に移している。また，正

方位地割区内の郡家周辺の官衛的建物群に加え

て，その外側にあたる南部域にも，一般集落と

見られる安城寺遺跡が出現している。これらは

いずれも，先行するような拠点集落を付近に持

たず，この時期に突如として現われる。よって，

その成立の契機には，多分に人為的な要因が想

定される叫。それは，郡司の手になる郡家付近一

帯の水利開発ではなかったかと考える。正方位

地割区とその周辺の遺構分布域は，野洲川に取

水する米井の濯概範囲に含まれている(図1)。

律令的な諸施設の設置に伴い，周囲の開発整備

も国家主導で進められたことが想像されるが，

米井の開削もそれに前後して行われたと想像す

る。米井開削前の段階では，安城寺遺跡一帯は，

周辺の湧水によって小規模な濯瓶が行われてい

たものと推測されるが，新たに米井が開削・接

続されることによって，前代からの湧水濯減域

に加え，さらに開発域が拡がる。こういった律

令期の開発に伴って，新たな集落の成立が広範

に認められるようになったものと考えられる。

(3) 中世成立期の開発と集落

その後，平安時代も中期に入ると，集落の数

はいったん減少する傾向がみられる。図 7cに

その様相が示されている。律令的な官街遺構は，

ほとんどが廃絶し，この時期に新たに成立する

集落の数もきわめて少ない。唯一の例外は，湧

水濯概域の末端部に位置する冨波遺跡である。

冨波遺跡は11世紀前半から，この後，次代の12

世紀にかげで，急速に発展していく(図 7d)。

冨波遺跡が立地する一帯は，先の I章でも触れ

たように，かつて沼沢地が拡がっていた地域で

ある。 12世紀には沼沢地の整地が本格化してお

り，その開発に伴って集落が新たに形成されて

いった様相を，発掘調査から知ることができる。

律令期には開発の末端部であったこのような地

域に，徐々に開発の手が伸びていったことがう

かがわれる。冨波は，石山寺領冨波荘の遺称地

である。古代的な開発が届かなかった末端地域

に，次代になって中世荘園が現れることを指摘

できる。

前章で考察した，尊勝寺領江辺荘についても，

同様の傾向が認められる。図 4にあげたように，

家棟川が形成する小扇状地から，北の江辺荘域

にかけては，周囲の整然とした条里地割に比べ，

地割の乱れが目立ち，旧河道が看取される。家

棟川が流路固定されて以後も，時には洪水で地

割が乱されるような不安定な微地形条件にある

ことが想定される。これもやはり，前代までの

開発が届きにくかった不安定な土地に，中世成

立期に荘園が設定されたものと考えられる。江

辺荘域で発掘された条里遺構が，いずれも 12世

紀まで降ることも，その傍証となる。

この動向は，集落遺跡の展開からも裏づけら

れる。図 7dにみるように，平安後期に入ると，

以前には散在的な遺構がみられるにすぎなかっ

た江辺荘域や虫生社の一帯，家棟川扇状地にま

で，急速に集落の分布が拡がっていく。前代ま

での末端地域に，数多くの集落の成立を認める

ことができる。このような集落分布域の広範な

拡大と，集落数の急増の時期は， 11世紀後半~12

世紀頃で，領域型荘園の成立期に相当してい

る叫。前代の開発の末端地域への荘園の設定，そ

して領主による大規模な水利開発とそれに伴う

集落の広範な成立，こういった在地での動向こ

そが，中世成立期における開発画期の実態を示

しているといえよう。

注目すべきことは，この時代以降，家棟川扇

状地へ開発の手が伸び、ていくことである。図 2

によれば，家棟川が形成する小扇状地が94mコ

ンター付近まで認められる。この扇状地南部は，

後述するように石山寺領冨波荘に含まれていた

可能性が高い。この付近では， 12・13世紀になっ

て初めて建物遺構が現れ，扇状地の開発が鎌倉

期に本格化したことを示している。この扇状地
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の濯j慨は，家棟川を用水源としており，家棟川

の流路固定や，家棟川を水源とする下流の水利

集団との関わりが深い。家棟川扇状地の開発は，

鎌倉期以降の水利開発とその主体について考え

る上で，重要な視角を提示する。よって，次章

では，この扇状地の開発を事例として，中世荘

園成立後の水利開発について，特に日本史上の

もう一つの開発画期とされる南北朝期の開発を

視野に入れて考察する。

III.荘園制変容期における水利開発と村落

(1) 家棟川扇状地の開発と富波荘

本章では，中世荘園の展開期~変容期に相当

する，鎌倉時代~室町時代の水利開発と主体に

ついて，家棟川扇状地を事例にして考察する。

石山寺領富波荘の荘域について，その範囲を

正確に伝える史料は残されていない。ただ，冨

波津町に鎮座する生和神社の氏子が，冨波津町，

冨波新町，五ノ里の三ヶ村であることから，こ

の一帯に冨波荘の荘域を想定する説叫が有力であ

る(図1)。家棟川扇状地南部は，近世の藩政村

でいえば冨波新町村の村域に含まれており，冨

波荘の荘域であった可能性がある。冨波荘の開

発は，沼沢地を整地するだけのものではなく，

家棟川扇状地の開発を含むものであったと考え

られる。冨波荘の中心であったとみられる冨波

遺跡一帯において出土する土器は， 11世紀のも

のは少数で， 12~13世紀のものが圧倒的に多い

という日)。一方，家棟川扇状地南部では，古代の

遺構はなく， 12~13世紀になって初めて建物遺

構が現れる。このことは，冨波荘の開発時期に

ついて，後背湿地的な沼沢地の整地が平安末期

に進行した後，鎌倉期以降はその北側に形成さ

れた扇状地の開発が本格化していったことを示

すものと考えられる。

図1によれば，家棟川扇状地南部の濯概は，

家棟川の水をA点で引き，水源としている。鎌

倉期以降にこのような水利システムが形成され

たと考えると，これに先行して，家棟川を下流

で取水していた歓喜光院領虫生社との聞に，用

水調整の必要があったはずである。この点に関

し，時代は下るが14世紀の史料に，虫生社が石

山寺領として現れること 45)を勘案すると，家棟川

を酒養源とする冨波荘・虫生社がいずれも領家

を同じくしていたことが考えられ，このことは，

用水を確保した開発主体に関しての手がかりを

示すものと思われる。

家棟川扇状地の形成に関し，図 2を再度取り

上げる。この図のコンターをみると，扇状地の

形成が，南部と北部とで異なっている様相が明

らかである。南部に比べ，北部での扇状地の発

達が著しい。これは，家棟川の現流路への固定

の後，南岸側へは土砂が供給されることが少な

かったのに対し，必従方向である北岸側へは溢

流が繰り返され，土砂の供給による扇状地の成

長が続いたことを示している。よって，北部は

南部に比べて開発が遅れたであろうことが推測

される。北岸側の本格的な開発は，鎌倉末期ま

で待たねばならなかったようである。次節では，

家棟川扇状地北部の水利開発とその時代につい

て考察する。

(2) 在地領主の用水開発と集村化

家棟川扇状地北部の濯減は，南部と同様に，

家棟川合水源とする大溝川によっている(図

1)。この大溝川による濯概システムについて分

析してみたい。

『農業水利及土地調査書Jによれば，大溝川

はA点、で家棟川より埋樋で取水する用水路と記

述されている。しかし，現状では大溝川はその

流路のほとんどが天井川となっている。家棟川

の浸透水を取水源とする用水路にもかかわらず，

天井川化しているのはなぜであろうか。

大溝川の水源に関し，上流をみていくと(図

1)，家棟111より取水するだけでなく，背後山地

の谷筋からも水が流れ込んで、いることがわかる。

この谷川が土砂を運搬してきたものと考えられ

る。 A点で家棟川より取水された水は， B点付

近で谷川に直角に流入する。このことから，本

来の大溝川は，谷水だけを水源とするものであ

り，後になって，家棟川の水を接続したものと

考えることができる。家棟川扇状地北部の水利
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開発は，この大溝川の整備にともなって進展し

たことが推測される。大溝川に家棟川の水が接

続されたのはいつのことであろうか。

この問題に関し，重要な手がかりとなるのは，

近接する居館遺構・上永原城の堀水である。図

8に明らかなように，上永原城の堀水は，大溝

川より引水しており，大溝川の整備と居館の堀

の水量確保には，深いつながりがあることがう

かがわれる。周辺耕地の大部分を濯滅する重要

な用水を，居館内に引きうるということは，居

館の主がこの用水を完全に掌握していたことを

示している。居館の主が用水を掌握しえた根拠

は，堀水の水源と濯滅用水の水源との同一企画

性を重視するならば，大溝川への家棟川の接続

が，居館造営者自身の手になるものであったこ

とによると考えられる。居館の主が大溝川を整

備し，扇状地の水利開発を主導していたものと

推測される4η。

一一用水路

一ー道路

園屋敷地

日 畑 地

a 明治6年地籍図

回薮・荒地
o 100m 

上永原城の本丸部分は， 14世紀にさかのぼる

ことが発掘調査により明らかとなっている叫。た

だ，現地表上に残る上永原城の遺構は，戦国時

代に大規模な改変を受げており，また，図 8に

みえる街村も，発掘調査によって同じく 16世紀

頃に形成されたものであることが判明してい

る州。居館の主による家棟川扇状地開発の様相を

明らかにするためには，当初の居館と集落につ

いて，旧態を復元する必要がある。中世の居館

および集落の位置を示すような文書史料は残存

していないため，本稿では地籍図，空中写真を

もとに復元作業を試みた。結論からいえば， 16 

世紀に戦国期城郭・城下として改変される以前，

当初の上永原城と周辺集落は，居館を核とする

集村の様相を呈していたものと考えられる。図

8にみるように，現状では東西方向の街村となっ

ている紺屋町村は，小字「輿六郎Jr里之内J付
近に飛地を持っている問。「輿六郎」は上永原城

一一一切水路

ー小字界

ーーーー村界

紺屋町村の村域(推定)

発堀調査及ぴ空中写真
判読により検出された
水路跡

b.小字界と水路

※「明治 6年永原村地券取調総絵図」と「明治 6年上永 ※1/2500国土基本図 (1967)をベースとして、 1965年

原村紺屋町村合併地券取調総絵図」を野洲町発行三千 撮影 1/10000空中写真より作成

分の一地形図(昭和35年測図)上に写したもの

図8 上永原城周辺の地割と水路
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の本丸と二の丸部分に相当する。一方，空中写

真からは， r里之内Jの小字界に沿うように水路

跡が看取される。「里之内」は，紺屋町村の旧集

落域であったことが考えられ，その周囲を堀が

めぐっていたこと，つまり居館に接して環濠を

持つ集村が形成されていたことが推定される。

中世前期には，坪ごとに屋敷地が分布する散

村的状況が一般的であったのに対し，ーカ所に

屋敷地を集中させる集村化が，畿内においては

14世紀前後に進行したことは，近年の発掘調査

から動かしがたい見解となっている 51)。近江での

発掘調査では，特に湖東平野で相次ぐ中世村落

の発掘例から， 13世紀末から14世紀にかけて集

村化が進行し，現在の集落に重複していること

が明らかになっている問。集村化の開発史的意義

については，水野が明確に述べているように，

集落域と耕作域を分離することによって，耕地

の再編・生産の高度化をはかるものであったと

考えられる問。この質的変革により，中世後期は

中世前期と並ぶ成長の時代となったのである。

このような村落再編の動きは，自立してきた小

農民層の共同体的結合，つまり惣村の規制力に

よって達成されたとする見解が一般的である 5九

よって集村=惣村とのイメージが強く定着して

いる。しかし一方では，近年の発掘調査で，南

北朝期に集村化と軌をーにして出現する居館の

事例もみつかっている問。村落構成員のいわばヨ

コ型連合である惣村と，ヒエラノレヒッシュな領

主居館という相矛盾する存在が，いずれも集村

化という同ーの現象に関わっていることについ

ては，十分な検討はなされていなしヨ。上永原城

と集村紺屋町村の事例は，この関係に相当する

ものである。

こういった居館と集村の関係から想起される

のは， 15世紀の居館と環濠集落の関係について

述べた村田修三の見解である刷。村田は，環濠集

落には三つのタイプがあるとし，①単郭で，鎮

守などを核とするものを惣村型，②環濠内に居

館の内郭が存在しているものを土豪型，③環濠

内の居館の内郭が複郭のものを国人型と呼んで，

その形成過程の違いを示唆している。近年の発

掘調査の進展により，環濠形成が14世紀にさか

のぼる事例も出てきているが，この村田の見解

を， 14世紀の集村化の段階について援用するこ

とは不可能だろうか。居館を核とする集村化を

想定し，集村形成の原動力が，惣村だけに限ら

ず，在地領主の主導による場合もあった可能性

を考えたい。その際，在地領主の主導権の根拠

となったのは，先に見たような濯蹴用水の掌握

であったと推測される。従来，中世後期の開発

画期を考える際には，惣村の成立に目を奪われ

がちであったが，しかし，在地領主による用水

開削と耕地の再編も，中世後期の開発において

同様に重要なウエイトを占めていた可能性を提

起したい。

領主による用水の開発・管理は，中世前期に

も存在し，それが領主権の中枢的権力を構成す

るものであったことは，かねてから指摘されて

いる通りである 57)。ただ，ここで留意しておきた

いのは，中世後期，特に南北朝期における用水

開発が，もはや荘園領主の手を離れ，国人クラ

スの領主層によって行われたとみられる点であ

る。上永原城は，近江国守護六角氏の被官永原

氏の居城とされているが5町永原氏の近江来住・

国人化は15世紀以降のことであり町上永原城本

丸の年代14世紀とは符合しない。上永原城の当

初の城主は，冨波荘に本拠を置いたと記録され

ている，六角氏支族の山内氏であった可能性が

ある 60)。山内氏は観応 2年(1351)以降，石山寺

領富波荘および石山寺領虫生荘へ何度も半済を

かけ，濫妨を繰り返していたことが記録に残っ

ている刊。l4世紀とは，このように国人領主層が

荘園侵略を重ねながら，所領支配を強めていた

時代であった6九換言すれば，この時期，室町幕

府の半済令を根拠として，所領の一円化が形成

されつつあった結果問，個々の荘園を越えた河川

上流下流の広域の調停者・水利開発の主導者と

して，国人領主層が機能することになったとも

いえる。下流との用水調整を必要とする家棟川

扇状地北部の水利開発は，このような階層の権

力の発動によって可能となるものであった。鎌

倉時代以降の地頭クラスの在地領主は，室町幕
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府による所領給付を根拠として自ら水利開発を

行い，荘園制を解体させる原動力=国人領主と

なっていったのである。

おわ り に

本稿では，中世における二つの開発画期につ

いて，平野の水利開発の視点から，その実態を

明らかにすることを試みた。特に，水利の問題

を，濯概範囲つまり空間としてとらえる視角を

導入し，平野の水利開発の進展過程を面的にと

らえ，そこでみられる開発画期の歴史的な意義

を，中世荘園の成立と解体に関わって意味づけ

た。

大河川下流平野では， 11世紀末~12世紀頃に，

それまでの古代的開発の届きにくかった不安定

な土地条件の末端地域に，領域型荘園が設定さ

れた。荘域の耕地化に際して，荘園領主が新規

に独自の水源を確保する動きを見せていた。野

洲川右岸平野における家棟川の河道付替や祇玉

井の開削は，この動きに対応するものであり，

こういった水利開発が，中世成立期における開

発画期の実態であったと考えられる。また，当

地域の野洲郡主条里型地割の施工については，

この時期に完成したものも多く，中世荘園の設

定と開発に深い関わりを持っていることが想定

される。

鎌倉時代以降，特に南北朝期において，国人

クラスの在地領主による用水開発と，在地領主

主導型の集村化の事例がみられた。この時期に，

惣村のみならず，在地領主の主導による村落再

編の動きがあったことがうかがわれる。こういっ

た居住域と耕地域の分離・生産の集約化が，中

世後期の開発画期の実相と考えられる。これら

の在地領主層は，個々の荘園を越えた一円的所

領を形成して国人領主となり，やがて荘園制を

解体する主体となっていくのである。なお，在

地領主主導型の集村化事例においては，居館に

接して環濠をめぐらせた集村形態が見られた。

これは，水系による都市囲郭を備えた次代の城

下町の祖形とも言うべき景観を呈している点で，

注目される。城郭と村落，そして都市の問題を

考えていく上で重要な示唆を与える事例と思わ

れる 6九

現在では大規模な天井川となっている家棟川

であるが，その河道付替の契機は，平野の水利

開発の一環として理解されるものであった。そ

の後，築堤による流路固定が強固になるにつれ

て，河床が上昇し，天井川が形成されていった

ものと考えられる。従来，湖南平野の天井川の

形成の時期は，近世末期と考えられてきたが，

近年，野洲川北流の天井川化が14世紀末にさか

のぼるものであることが発掘調査により明らか

になっている刷。家棟川も，室町期に洪水が頻発

したことが発掘調査により判明している。天井

川化の直接の契機となる築堤による流路固定，

それに伴う堤防内の土砂堆積は，室町期の在地

領主の支配と関係づけることが可能かもしれな

し)0

本稿では，微地形とそれに規定される水利形

態の復元という地理学的アプローチから，文書

の残存しない地域についても，中世荘園の設定・

開発の拡大過程を考察した。荘園の景観研究と

は，一時点における荘園の構成要素の措定にと

どまるものでなく，地表空間としての荘園を形

成していく原動力を明らかにするものでなけれ

ばならない。したがって今後，開発の主体，そ

の階層をより明らかにしていくとともに，領域

型荘園の荘域が形成されていく要因についても，

検討を重ねていきたい。

(奈良女子大学文学部)
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Reclamation and Irrigation Systems on the Alluvial Plain in Medieval J apan: 

A Case Study of the Yasu River Basin 

Shizuyo SANO 

The purpose of this paper is to analyse two epochs of reclamation in medieval J apan， 

focusing on the development of irrigation systems. The author considers irrigation systems 

from a spatial point of view， and demonstrates the relation between the change of irrigation 

systems and manorial area. The case study of the Yasu River Basin made it clear that two 

epochs of reclamation were concerned with the formation and the collapse of the manorial 

system in medieval J apan. 

In the 12th century， alluvial plains which had not been cultivated before were divided into 

manors and the lords of these manors needed to obtain enough water to cultivate the fields. In 

the Yasu River Basin， for example， the search for irrigation water led to the excavation of 

GiδヴuRiver as well as to the changing of the route of the Yanamune River. The development 

of these large-scale irrigation systems coincided with the first epoch of reclamation in medieval 

J apan. During this period， the ]dri land assignment system came into operation in the Yasu 

province， and this region was divided into manors in accordance with the Jiδri system. 
In the 14th century， the locallandlord in the Yanamune River Basin constructed a new 

irrigation system. Though the development of village community， called So-son， has been 

generally considered to be responsible for the new irrigation system， the author believes that 

the role of the local landlord was much more important. The landlord divided the village area 

into the residential district and cultivated land. The separation of the consolidated settlement 

and the fields resulted in the intensification of the cultivation and the increase of the production. 

These changes in the 14th century brought the second epoch-making reclamation in medieval 

]apan. 

The purpose of studying the landscape of medieval manors is not only to restore the 

different components of their original state， but also to clarify the driving force behind the 

formation of the manors. Therefore， the author considers it of great importance to study the 

formation process of each manor separately. 
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